
北海道教育委員会所管施設長寿命化計画

（個別施設計画）

北 海 道 教 育 委 員 会

令和７年度～令和 16 年度

(2025 年度～2034 年度)

令和７年(2025 年)３月



 

目  次 
 

(１) 背景 

(２) 目的 

(３) 計画期間 

(４) 計画の位置付け 

 

 

(１) 対象施設 

(２) 所管施設の保有状況 

(３) 老朽化状況の実態 

(１) 改修等の優先順位付けと実施計画 

(２) 維持・更新コストの見通し、長寿命化の効果 

(１) 情報基盤の整備と活用 

(２) 推進体制等の整備 

(３) フォローアップ 
 

１ 所管施設の長寿命化計画の背景・目的等              P１ 

 

 

２ 所管施設の実態                          Ｐ２ 

３ 所管施設整備の基本的な方針等                   P４     

○ 

 
４ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等              P７ 

６ 長寿命化計画の継続的運用                      P10   

P10 

５ 長寿命化の実施計画等                        P８ 



- 1 - 

 

 

 

 

(１) 背景 

北海道教育委員会（以下、「道教委」という。）が管理する道立学校以外の施設（青少年教育施設、図

書館、美術館、博物館等）（以下、「所管施設」という。）は、昭和 45(1970)年頃から平成 11(1999)年頃

にかけて整備されたもので、令和７(2025)年には、建築後 30 年以上となる施設が全体の約７割を占める

など老朽化が進んでおり、維持管理・更新等に係る費用の増大が懸念されています。 

こうした中、道教委では、令和４(2022)年４月に「北海道教育委員会所管施設長寿命化計画」を策定し、

施設の長寿命化に取り組んできましたが、今後、耐用年数を迎える施設の増加が加速することから、更に

取組を充実・深化させ、戦略的・持続的な老朽化対策を進める必要があります。 

 

(２) 目的 

上記の背景を踏まえ、持続可能なメンテナンスサイクルの構築や施設機能の維持向上を図りながら、中

長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や財政負担の平準化に取り組むことを目的として

策定します。  

 

(３) 計画期間 

令和７(2025)年度から令和 16(2034)年度までの 10 年間とします。 

ただし、期間中であっても、社会情勢や計画の進捗状況等により、必要に応じて適宜見直すこととしま

す。 

(４) 計画の位置付け 

  本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、道有施設全体の維持管理・更新に関する取組

方針を定める「北海道インフラ長寿命化計画」（行動計画）の個別施設計画にあたります。 

また、道教委が策定する「北海道教育推進計画」など他の関連計画等とも整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （行動計画）   

各省庁が策定 

１ 所管施設の長寿命化計画の背景・目的等 

 インフラ長寿命化基本計画  

 

国 北海道 

道 

路 

河

川 

学

校 

 北海道インフラ長寿命化計画（行動計画）  

・・・・ 

 （個別施設計画）  

道 

路 

河

川 

学
校
施
設 

北海道教育委員会所管施設長寿命化計画【本計画】 
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(１) 対象施設 

道教委が管理する所管施設は、令和７(2025)年３月現在で青少年教育施設６施設、図書館１施設、美

術館５施設、博物館３施設、その他３施設となっており、本計画における対象施設とします。 

【令和７(2025)年３月現在の所管施設数・延床面積】 

区 分 施設数 延床面積 

青少年教育施設 ６施設 25,946 ㎡ 

図書館 １施設 8,039 ㎡ 

美術館 ５施設 20,348 ㎡ 

博物館 ３施設 10,228 ㎡ 

その他（埋蔵文化財センター） １施設 7,145 ㎡ 

その他（教育研究所ほか） ２施設 6,946 ㎡ 

合 計 18 施設 78,652 ㎡ 

 

(２) 所管施設の保有状況 

所管施設の延床面積を建築年数別で整理すると次表のとおりであり、築後 40 年を超える施設が全体の

40.3％を占め、更新（改築）の時期を迎えることから、施設の耐用年数を延伸させる長寿命化の取組を適

切に進める必要があります。 

【建築年数別保有状況・延床面積】 

築年数 面積 割合 備考 

築 50 年以上 8,543 ㎡ 10.86％ 全体の 40.3％の所管施設が 

築 40 年以上 築 40 年以上 23,171 ㎡ 29.46％ 

築 30 年以上 20,460 ㎡ 26.01％ 

築 20 年以上 26,478 ㎡ 33.67％ 

計 78,652 ㎡ 100.00％  

 

(３) 老朽化状況の実態 

個別施設の老朽化状況については、「北海道教育委員会建築物等保全規程」に基づき、各施設から提出

される老朽・破損箇所等に係る施設整備計画書により把握しています。老朽箇所について、それぞれ審

査を行った結果、改修を「実施すべきである」とする基準の「Ａ」ランクと判定されたものが、令和６

(2024)年４月１日現在 93 件、協議結果の金額にして約 19 億円に上っています。 

審査結果 件数 件数の割合 協議結果の額 額の割合 

A 93 件 71.0％  1,990,852 千円 68.4％ 

B 27 件 20.6％  729,399 千円 25.0％ 

C 11 件 8.4％  191,002 千円 6.6％ 

計 131 件  2,911,253 千円  

A：「実施すべきである」 B：「実施が望ましい」 C：「見送り可能である」 

２ 所管施設の実態 
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【老朽化の事例】 
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建築物は適切に維持管理することで、法定耐用年数より長く使用できる可能性があります。 

このため、道有建築物等について、「北海道ファシリティマネジメント推進方針」では、構造躯体が健

全で、かつ、狭隘やバリアフリー対応など機能上の重大な問題が生じていなければ、耐用年数以上の長

期間の使用に努めることとし、概ね 20 年以上の使用が可能なものについては、建築物の安全性や機能性

を確保するために必要な長寿命化改修を実施するものとしています。 

また、改築と比較して工事費用が安価で、排出する廃棄物量が少なく、環境負荷の低減が期待できる

ことなどからも、従来の改築を基本とした整備手法から長寿命化改修への転換を図っています。 

 

①  「事後保全」から「予防保全」への転換 

所管施設をより長期間に渡って使用していくためには、不具合があった際に、その都度、修繕を行

う「事後保全」だけではなく、不具合が軽微の段階から計画的に建物機能の保持・回復を図るため、

計画的に改修等を行う「予防保全」への転換が重要です。 

予防保全を適切に実施することで、突発的な不具合の防止や事後修繕に係る費用を抑制することと

なり、施設利用者の安全・安心の確保だけではなく、結果として、費用の平準化やトータルコストの

縮減につながります。予防保全として、大規模改修工事や長寿命化改修工事をあらかじめ周期を定

め、予算の範囲内で計画的に実施していきます。 

 

② 大規模改修工事 

  建築後、建物の損耗や機能低下に対する回復を図るため、各部位の法定耐用年数の状況に応じて、

屋上防水、外壁、建具、電気設備、機械設備等の改修・更新を行います。 

 

③ 長寿命化改修工事 

  鉄筋コンクリート造庁舎の法定耐用年数は 50 年（学校施設・青少年教育施設は 47 年）と定められ

ていますが、耐用年数を超えて使用できるよう、建物の耐久性を高め、施設の長寿命化を図る改修を

行います。 

建築後、概ね 40 年～45 年に「長寿命化診断」を行い、構造躯体が健全であり、更に概ね 20 年以上

の使用が可能と判定された場合、改修に着手します。 

 

④ 長寿命化診断 

長寿命化診断とは、長寿命化改修の前提として、構造躯体、屋上や外壁などの主要部位及び設備機

器等の損傷や劣化状況について調査し、今後概ね 20 年間の使用を想定した適否を判断するものです。   

長寿命化診断対象施設については、施設の建築年数、老朽化の状況、在り方検討を踏まえた施設使

用の見通しなどを勘案し、毎年度ごとに選定します。 

 

⑤ 改築（建替え） 

従来、改築（建替え）については、法定耐用年数以上の使用を基本としながら、建築年数を鑑み、

個別に判断してきました。今後は長寿命化改修を基本とし、「長寿命化診断」の結果、長寿命化改修が

「不可能」と判定された場合、他の施設への転用や施設の集約化・複合化などを検討するとともに、

改築を検討します。 

３ 所管施設整備の基本的な方針等 
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⑥ 目標使用年数の設定 

  施設の法定耐用年数は、次の表のとおりとなっていますが、これは税務上、減価償却費を算定する

ためのものです。 

日本建築学会発行の「建築物の耐久計画に関する考え方」によりますと、鉄筋コンクリート造の学

校の場合、物理的な耐用年数は普通品質で 50 年～80 年となっていること、「道有施設長寿命化診断実

施要領」では長寿命化改修は概ね 20 年間の使用を想定することを勘案し、法定耐用年数経過後 20 年

以上の使用を目標とします。 

建物の

構造 

法定耐用年数 目標使用年数 

青少年 

教育施設 

図書館・美術

館・博物館 
その他 

青少年 

教育施設 

図書館・美術

館・博物館 
その他 

RC 造 47 年 50 年 50 年 67 年以上 70 年以上 70 年以上 

CB 造 38 年 41 年 41 年 58 年以上 61 年以上 61 年以上 

 

⑦ 本計画における基本的な整備周期モデル 

 

 

 

 

 

 

竣工    各部位の耐用年数に応じ実施   築47年以降           築67年以降 

 

⑧ 従来型（改築中心）と長寿命化型のイメージ（庁舎の場合） 
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⑨ 「ゼロカーボン北海道」の実現や「ユニバーサルデザイン化」の推進に向けた整備 

  大規模改修工事や長寿命化改修工事に合わせて、照明ＬＥＤ化や熱源機の高効率化といった「ゼロ

カーボン北海道」の実現に向けた整備や、必要に応じて、スロープや手摺りの設置など「ユニバーサ

ルデザイン化」の推進に向けた環境整備を行います。 

 

⑩ 点検業務の徹底 

  所管施設を適切かつ長期間使用するためには、不具合を早期に発見し、速やかに異常箇所への対応

を行うことが重要です。また、近年、老朽化が原因と思われる外壁等の落下事故や設備の損傷による

事故が全国的に発生しており、施設利用者の安全確保の観点からも点検業務を徹底します。法令に基

づく定期点検や施設管理者による日常点検を適切に実施します。 

  また、点検などの施設管理業務を担う職員を対象とした研修会を定期的に開催し、点検を行う職員

の資質向上に努めていきます。 

 

⑪ 新技術等の導入 

  限られた財源や人材でインフラを適切に維持管理していくため、新技術等の導入が期待されてお

り、知事部局とも連携し、検討を行います。 

 

⑫ 施設の在り方検討等に伴う廃止 

  今後の利用計画が見込めない庁舎等については、他の施設への転用などを検討するとともに、それ

が困難な場合、施設の適切な管理の観点も踏まえ、解体等を検討します。 
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予防保全として計画的に大規模改修工事や長寿命化改修工事を実施することで、建物の必要な機能を

維持しながら、施設を長期に渡って継続使用するという基本方針を踏まえ、主な部位毎の更新周期の目

安や整備水準は、概ね次のとおりとします。（更新周期「－」は都度改修 ★は必要に応じて実施）

目的 部位 更新周期 整備水準

安全の確保

屋根・屋上 20～30 年 屋上防水改修、笠木改修、ルーフドレン改修

外壁 15 年 塗装塗替、クラック補修、シーリング打替

外部建具 30 年 サッシ取替、水切改修、ガラス留改修、シーリング打替

機械設備 25 年 給排水設備・給湯設備等の配管類の更新

電気設備 25～30 年 受変電設備更新

内装 － 床・壁・天井の破損部分の補修

環境の改善

空調設備 15～20 年 暖房設備(ボイラー)更新

衛生器具 － トイレ改修

内部建具 － 内窓サッシ断熱化

脱炭素化の推進
照明器具 20 年 照明ＬＥＤ化

空調設備 15 年 ヒートポンプ化★

その他の更新周期等の目安は、「北海道教育委員会建築物等保全マニュアル」（令和３年 12 月）に定め

るとおりです。（https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gst/hozenmanu/hozenmanu2.html）

４ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等
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(１) 改修等の優先順位付けと実施計画 

改修等を行う施設の選定に係る優先順位などの考え方は、次のとおりとします。 

➀ 原則、建築年度が古い順に長寿命化改修工事に着手します。 

➁ 大規模改修工事からの経過年数が古い順に着手します。 

➂ 老朽化の状況を踏まえ、緊急性が高いと判断される施設は、工事時期の前倒しを検討します。 

④ 改修事業費が一定年度に集中しないよう、実施時期の平準化を図ります。 

 

(２) 維持・更新コストの見通し、長寿命化の効果 

本計画に基づき、所管施設の長寿命化を進めていきますが、財政負担の見通しを明らかにするため、

従来の改築を基本とし長寿命化改修を行わない場合（従来型）と長寿命化改修を行う場合（長寿命化

型）の費用を比較します。 

  

【試算の前提】 

  ・北海道教育委員会建築物等保全規程の対象となる建築物（施設本体等）を対象。 

  ・過去の実績等を勘案した１㎡当たりの単価を設定し試算。 

   改築単価＠60 万円、長寿命化改修＠20 万円、大規模改修＠12 万円 

  ・期間は令和 46 年（2064 年）までの 40 年間 

  ・文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」付属ソフトにより試算。 

 

  ➀ 長寿命化改修を行わない場合（従来型） 

    法定耐用年数を迎えるまでに大規模改修工事を１回実施し、築 47 年で改築した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

令和 46 年（2064 年）までの 40 年間で、総額 480 億円、年平均では約 12 億円の費用が必要とな

り、直近５年間の大規模改修工事及び改築等に要した費用の年平均額約３億円の４倍となります。 
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長寿命化改修を行わない場合（従来型）

改築 大規模 直近

５ 長寿命化の実施計画等 

 

直近５年間の平均額 
年約３億円 

今後４０年間に必要な改修・

改築費用の平均額 
年約１２億円 

４倍 

   40 年間の平均   過去経費平均 
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  ➁ 長寿命化改修を行う場合 

    法定耐用年数を迎えるまでに大規模改修工事を１回実施し、築 47 年で長寿命化改修を実施し、

築 67 年で改築した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    令和 46 年（2064 年）までの 40 年間で、総額 440 億円、年平均では約 11 億円の費用が必要とな

り、従来型と比較して総額で 40 億円、年平均で約１億円の費用の圧縮が見込まれます。直近の費

用の年平均額約３億円と比較すると約 3.6 倍となります。 

 

○対策費用のコスト比較表 

 40 年間の 

総額 
年平均 

従来型との比較 

総削減額 年平均削減額 削減率 

従来型 480 億円 12 億円 － － － 

長寿命化型 440 億円 11 億円 ▲40 億円 ▲１億円 ▲９％ 

 

 ➂ さらなるコスト縮減・平準化 

  従来型と長寿命化型を比較した結果、長寿命化型では、約９％の経費縮減につながる試算となった

ものの、近年の施設整備に要した年平均費用額約３億円の 3.6 倍に上ることから、長寿命化型への転

換だけでは、財政上の制約内に収めることが困難な状況です。加えて、建築年度の偏りがあることか

ら、年度ごとの事業費に大きな差異が生じています。 

  今後も厳しい財政状況が続くと見込まれる中で、計画的に所管施設の維持管理・更新を進めるため

には、さらなるコスト縮減や財政負担の平準化の検討を進める必要があります。 
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(１) 情報基盤の整備と活用 

戦略的・持続的な所管施設の維持管理を進めていくためには、施設の劣化状況や工事履歴などを適切

に把握する必要があります。そのため、各施設の点検結果、修繕・更新等の履歴の情報を一元的に管理

するデータベースの整備や利活用についての取組を検討します。 

 

 (２) 推進体制等の整備 

道教委において、効果的な所管施設の長寿命化計画を策定し、継続的に運用していくため、施設管理

者や関係部局と連携強化を図り、組織体制の充実に努めます。 

 

(３) フォローアップ 

ＰＤＣＡサイクルによる継続的なマネジメントを基本とし、進捗状況の把握、課題の整理、検証を行

い、必要に応じて計画を見直すとともに、所管施設の点検結果や老朽化状況等を踏まえ、年度ごとの予

算編成において個別事業の精査を図ります。 

６ 長寿命化計画の継続的運用 


